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午後１時４０分 開会

○戸田委員長 ただいまから原子力発電・エネルギー問題等調査特別委員会を開会いたし

ます。

本日は、当局より２件の報告を受け、その後、エネルギー問題について協議を行います。

まず初めに、令和４年度米子市原子力防災訓練について、当局の説明を求めます。

大野原課長。

○大野原防災安全課長 米子市原子力防災訓練について御報告をさせていただきます。報

告の資料は、資料１－１、米子市原子力防災訓練について（報告）と題しております表裏

の１枚物と、その他の資料として、資料１－２、１－３、１－４がございます。それでは、

説明に入らせていただきます。

資料１－１を御覧いただけますでしょうか。まず、目的についてでございます。大きく

２点ございまして、１点目が、島根原子力発電所で事故が発生しまして、その事態が進展

した際の災害対策本部における対応、そして、各関係機関との連携要領を検証すること。

２点目が、住民避難におけます職員の対応要領の習熟や、バスあるいは自家用車を用いた
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避難を行うことによる実践的な訓練を行うという２点でございます。

次に、２番目の訓練想定についてでございますが、こちらは令和４年１１月７日に島根

県東部を震源とする地震が発生し、このとき松江市は震度６弱、米子市は震度５強の想定

でございます。島根原子力発電所で事故が発生しまして、その後、事態が進展して放射性

物質が放出され、１１月１２日、米子市の一部地域に一時移転指示を発令するといったよ

うな想定でございます。

次に、３番目の原子力防災講座についてでございますが、こちらは住民避難訓練の事前

説明を兼ねて、御覧のとおり実施したところでございます。参加者は、訓練参加予定住民

１７名の参加がございました。

次、４点目、初動対応訓練についてでございます。こちらは１１月７日の８時３０分か

ら１３時まで実施したものでございまして、内容としましては、各種通信機器を活用した

関係機関との情報共有、情報収集、そして、２県６市首長による原子力災害合同対策協議

会及び鳥取県と合同の災害対策本部会議をテレビ会議で実施し、対応方針の共有を図った

ところでございます。

次、裏面のほうに移らせていただきます。５番目の住民避難訓練でございますが、あわ

せて資料の１－２も御覧いただけますでしょうか。日時は１１月１２日８時半から１３時

まで、河崎地区の住民等３７名の参加がございました。場所としましては、一時集結所が

河崎公民館の想定、そして、避難退域時検査会場は東伯総合公園体育館、そして避難所、

こちらは自家用車の避難訓練のみでございますが、大栄体育館等々を設定したところでご

ざいます。

次に、訓練の内容についてでございますが、こちらは、まず８時３０分にエリアメール

や防災行政無線等で避難指示を発令したところでございまして、これを機に一時集結所、

このたびは河崎公民館でございますが、そこに集まっていただいて、訓練の流れや安定ヨ

ウ素剤の説明を実施したところでございます。その後、参加住民の皆様方はバス、そして

自家用車に分かれて避難退域時検査会場のほうに向かっていただきまして、そこの検査会

場でもって放射性物質の汚染検査や簡易除染を体験していただきました。バスの避難訓練

に参加された皆様方は、ここで米子市のほうに向かっていただいて、自家用車で参加され

た皆様方におかれましては、大栄体育館のほうに移動していただきまして、避難所での生

活等々の説明を受けていただいた後に、それぞれの指定されている避難先へ経路の確認や

外観の確認で向かっていただいたというところで、確認終了後、それぞれ米子市に帰って

いただきまして訓練終了という内容でございます。

次に、６番の結果についてでございますが、こちらは実績、課題等は資料１－３のとお

り、住民アンケート結果については、資料１－４のとおりでございます。それを踏まえた

総括でございますが、まず、（１）の初動対応訓練についてでございます。こちらは、災害

対策本部における関係機関との連携要領や情報収集、事態の進展に応じた防護措置の判断

等について改めて確認することができたと考えておりまして、有効な訓練となったと考え

ております。しかしながら、課題としまして原発の現状等、収集した情報の理解に時間を

要する場面がありましたが、その都度、リエゾンで来ておられました中国電力の職員に用

語の確認などを行ったところでございます。そうしたことも踏まえて、今後も様々な状況

を想定した訓練を継続しまして、研修などによって知識の習得に努めるとともに、対応能
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力の向上を図ってまいりたいと、そのように考えております。

次に、住民避難訓練についてでございます。まず、情報伝達についてでございますが、

要領を確認するとともに、有効性を確認することができたと考えております。また、避難

経路についてでございますが、当日は急な通行止めがありましたので、急遽避難経路の変

更が必要となりましたが、警察等とも適切に連携しまして経路変更の判断、伝達をスムー

ズに行うことができたと考えております。しかしながら、一方、参加者への情報共有が不

足していたということを課題と認識してるところでございます。

次でございますが、実災害時は先導車両がない、そういった状況が想定されております

ので、検査会場や避難所への誘導、こういったことについては、実際は看板や誘導員の配

置など適切な対応を行う考えではございますが、平時からの経路の周知についても、今後

工夫して実施していく必要があると考えているところでございます。

次に、避難行動要支援者への支援についてでございますが、どこまでの対応が可能かも

含めて、今後、対応を検討していく必要があるというふうに考えております。

最後に、参加者アンケートの結果を踏まえてということでございますが、こちらはお手

元の資料の１－４がアンケート結果の集計となってございます。最終ページの問７、訓練

全体についてという項目がございますが、こちらにつきましては、大半の方が原子力災害

が発生した場合に取るべき行動について理解を示されているという結果や、訓練内容が役

に立つと回答されていることからして、訓練は有効なものであったと考えておるところで

ございます。しかしながら、今後も訓練方法を工夫しまして、より有効な訓練の実施に努

めていく必要があるというふうに考えるところでございます。

○戸田委員長 以上で当局の説明は終わりました。委員の皆様方の御意見をいただきたい

と思います。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 総括を聞かせていただきました。今までとは違って自動車を使っての移動

ということで、新しい取組をされたわけですけれども、総括の中ではそのことについての

課題というか、そこが少し薄いんじゃないかなというふうに感じたところです。もう少し

その他の意見と、併せて今後、このような訓練を継続していかれるんだろうというふうに

思いますけれども、その総括を生かした今後のいろいろな、要支援者のことであるとか、

今後検討されますっておっしゃっておりますけれども、どのような場面でどなたをそのチ

ームに招いて検討されていくのかというお考えがあればお伺いしたいというふうに思いま

すし、参加対象の自動車避難の拡大についてのお考えについてもお願いいたします。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 どのような方を招いてという点と自家用車等々の訓練等の今後

の方向性等々というような御質問だったと理解しております。

まず、どのような方を招いてということにつきましては、訓練自体が島根県、鳥取県、

あるいは境港市等々と連携して実施している中で、それぞれの自治体が問題点を洗い出し

して共通認識を持ってるところでございますので、そういう機会を活用しながら、連携で

きる部分と、あるいは単市でやっていかなければいけない部分をしっかりと認識した上で、

方向性については考えてまいりたいと思っております。

そして、このたび自家用車等の避難を新しくメニューに入れさせてもらったんですけれ
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ども、これもこのたびバスと自家用車という形でコロナ禍の中で非常に少ない人数で訓練

を実施したところでございますので、もう少しやはり回数を重ねて、あるいは参加者もも

う少し増やしながら、参加者の皆様方の御意見もしっかり受け止めて計画に反映するとい

ったことが今後の訓練の在り方としては大切なのではないかなと、そのように考えており

ます。以上です。

○戸田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 それらの考えを今後、担当課以外にどのように開いていくのか、御意見を

集めていくのかということが大事じゃないかなというふうに思っております。防災安全課

で精いっぱいしていただいているっていうふうには私は思っているんですけれども、今後、

やっぱし当事者の声であるとか、今回の一時集結所に何台の車が来て、本来、多くの方が

自家用車で移動するだろうという想定の中で、それが耐え得る体制になっているのかとい

うようなことを、課だけではなくて地域の方々とそれを議論していくということが、より

実践的な訓練になるということで、私はこれは今後の議論を期待したいと思うんですけれ

ども、今までの対応、訓練というのが職員の皆様、行政の皆様、専門職の皆様の初動対応

の訓練であったところから一歩踏み出したというところは評価しているんですけれども、

それを市民、多くの方々に自分事として捉えていただけるための取組こそが今回の訓練の

意味をより大きくしていくものになると考えております。次の検討の場を地域の皆様とと

もに、また、その対象となる支援が必要な方々の声が入るような体制をお願いをしておき

たいと思います。以上です。

○戸田委員長 要望でよろしいですか。

○矢田貝委員 はい。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

土光委員。

○土光委員 資料の中で、まず資料１－１の最初、事故想定、訓練想定に関してです。書

いてるのは１１月７日に地震が発生で、今回１２日に一時移転指示が発令されて、それに

沿って１２日は防災訓練をしたということですが、例えば今回の想定で、当然この一時移

転指示の前に屋内退避の指示が出るはずです。想定として今回、例えば屋内退避はいつ出

たという想定があったのですか。

○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 このたびの訓練の想定におきましては、１０時４５分、

訓練では１１月７日にやっておりますけれども、想定上、１１月８日の１０時４５分、原

子力規制委員会による原災法１５条事象、いわゆる全面緊急事態の認定がありました。こ

れを受けまして、１１時から鳥取県と米子市の合同会議、あるいは２県６市の合同会議等

を行っておりまして、この会議を経て屋内退避の指示を出したという想定でやっておりま

す。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 １１月８日に全面緊急事態かな、この１１月８日云々のことは、この資料に

は特に書かれてはないですよね。一応、これ確認です。

○戸田委員長 佐小田防災安全監。

○佐小田防災安全監 この資料に関しては、土光委員がおっしゃるように記載しておりま
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せん。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 つまり屋内退避に関しては、今回の訓練想定で１１月８日に会議開かれて、

その日に屋内退避の指示が出たという想定で、１２日に一時移転の指示が出た。そうする

と、８日に出てから９、１０、１１、１２、屋内退避４日間ということに、今回の訓練の

想定ではなっていたと理解していいですか。

○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 はい、そのとおりです。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 それに関しては分かりました。

それから、裏面で５番の住民避難訓練で、ここで⑤のところです。今回、自家用車避難

者は避難先へ移動して、今回は北栄町かな、避難先の職員からここに避難後の生活等を説

明というふうに記載があります。主なもの、例示でいいんですが、避難後の生活に関して

どのような説明が今回ありましたか。

○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 例えば食料や生活関連物資の供給方法、これにつきま

しては県のほうで国とか他の自治体、それから協定を締結している事業者からも含めて調

達するというような説明がありました。また、生活の中で生活相談窓口を設置するという

ことであったりとか、あと、避難後１か月をめどに仮設住宅への入居を開始すること、そ

ういった説明や、また、あるいは北栄町の紹介とか、そういったものを県職員と北栄町職

員とでやっていただいております。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 それから、資料で１－３、カラーで写真が入ってる資料、これの裏面に関し

て質問をします。１つは、裏面の訓練目標で、活動項目、活動目標、活動実績、その表に

なってる中の記載で、２つ目の自家用車を用いた避難、活動実績で自家用車を用いた避難

手順を検証することができたというふうになっています。今回、この自家用車での避難の

訓練したのですが、この自家用車の避難のやり方が実際の計画上とは異なった形でやられ

ています。これは前の委員会でも指摘しました。具体的に言うと、計画上は自家用車で逃

げる人は、自家用車で乗って逃げる前に、まず一時集結所に歩いていって、そこで安定ヨ

ウ素剤の説明を受けて、もらって、また歩いて帰って、それから逃げてくださいというの

が計画だと思います。今回は、直接自家用車で一時集結所に出かけていって、そこで安定

ヨウ素剤等の説明を受けて、そっから実際避難で、今回、訓練なので台数も限られて、特

にそれは可能ですが、実際、多くの人が一時集結所に安定ヨウ素剤を取りに行くときに、

車なんかで来られると大混乱になることは分かっていると思います。だから、この実際の

計画上の手順とは、いろんな事情があったんだろうと思います。違ったやり方で今回は実

施して、それを活動実績として避難手順を検証することができたと書くのは、ちょっとこ

れはそうは言えないのではないかと私は思うのですが、いかがですか。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 御指摘は受け止めさせていただきますが、本市としましては、や

はり訓練の中で全てのことを実災害と同様にやるということには限界があると考えており
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まして、勘違いを防ぐために事前にきちんと説明をする中で、こういった自家用車で公民

館に行っていただくっていうことも理解してやっておるということも踏まえて、その部分

だけを切り取るとおっしゃるとおりかもしれませんが、全体的な流れというふうに捉えた

場合には十分検証できたのではないかと、そのように考えております。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 当然、今回の訓練で当日、自家用車で避難の方は、訓練では自家用車で公民

館に来て、そこでまた直接避難という手順を取っているんだけど、実際は違いますよとい

うふうな、今回の訓練のやり方と実際の避難計画上の手順はここが違いますからという、

そういったチラシというかお知らせを配っていることは確かだと思います。ただ、それだ

けでは私はなかなかちゃんと伝わらないのではないかというふうに危惧をしています。こ

れは意見です。だから、検証することができたというのは、ちょっと言い過ぎではないか

と私は思いますという、そこはそういうことです。

それから、避難行動要支援者の搬送で、一番右、中国電力からストレッチャー車及び対

応要員、これ今回の訓練で何台ストレッチャー車、それから対応要員、何人派遣していた

だいたんですか。

○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 ストレッチャー車両１台、それから対応要員２名を派

遣していただいております。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 この対応要員というのは、運転手も含めた数と理解していいですか。

○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 はい、そのとおりです。運転者と補助者の２名です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 これ、実際の本番のとき、中国電力は福祉車両というか、それを何台か寄附

しているというのは知っています。これ、本番のときは中国電力からこういった福祉車両

というのは何台派遣することができて、その車の台数分だけ要員も派遣する、そういうこ

とになっているのですか。

○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 ストレッチャー車両の派遣につきましては、何台がマ

ックスかというところについては、中国電力さんのそのときの状況にもよるかとは思いま

すけれども、現状、鳥取県内に５台が専用といいますか、そのために配備をされておりま

す。２台が境港市、２台が米子市、残りの１つが、すぐそこにあります中国電力ネットワ

ークの米子営業所のほうに配備をされておりまして、こういったものを使って対応いただ

けるものと伺っております。

対応要員につきましては、運転等について中国電力さんのほうで対応していただけると

いうことになっておりまして、今回の訓練におきましては、これの派遣要請のスキームで

あったりとか、実際の運転等の流れについても検証したというところです。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 今、資料がないから正確には言えないのですが、中国電力は福祉車両を５０

台とか寄附をしたというニュースを私は見た記憶があるのですが、違いますか。
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○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 この島根原発のエリア全体で五十何台ぐらいだった

とは承知をしております。人口比率で配分されていたと思いますけれども、松江市とかが

多くなりますので、鳥取県につきましては、先ほど申し上げた５台が配備されております。

以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 ５０台のうち５台、今言った５台が寄附の台数だと理解すればいいわけです

ね。

今回の訓練で、ここの記述でストレッチャー車の扱いに戸惑う部分があったという記述

なのですが、これって扱う人は中国電力から要員２名、その人が車と要員で派遣されて、

実際の訓練したと思うんですが、その派遣された要員が戸惑う部分があったという、そう

いう意味なんですか。

○戸田委員長 田中防災安全課課長補佐。

○田中防災安全課長補佐兼危機管理室長 当日、会場においてストレッチャー車の取扱い、

私も拝見をしておりました。この扱いといいますのが、ストレッチャー車の車の中からの

出し入れがあります。その中の操作でちょっと戸惑われている様子をお見受けました。先

方の中電の方が操作を戸惑われたということでございます。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 これは感想なのですが、もともとストレッチャー車で、それに伴って一緒に

派遣された人、その人が何か操作に習熟してないというのは、何か不思議だなというふう

に、私はそういう印象を持ったのですが、ちょっと事実関係は分からないので、そういっ

た印象を持ちましたということをお伝えします。

それから、通行止めによる経路変更、今回の訓練でたまたま避難を一時集結所から避難

退域時検査所に行くときに、普通は山陰道を使うのですが、たまたまそこで事故があって、

通行止めになったのかな、要は使えなくて地道になった。バスとか自家用車、今、通行止

めだよという情報はどういうふうに伝えて、それでそういった対応ができたのでしょうか。

○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 通行止めに係る経路変更の連絡につきましては、まず

情報収集につきまして、鳥取県警と電話等でやり取りをしまして情報集約しております。

それで、訓練におきまして、防災安全課のほうの本部の者がおりますので、そちらと現場

の河崎公民館と、これも電話で、電話あるいは無線ですね、携帯型の無線ですけれども、

そういったものを使って情報を取り合って判断をしたというところであります。それをエ

スコート要員であったり、バスの運転手であったり、そういった方々に伝えて、実際の経

路変更を行ったというところになります。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 つまり出発する前にそういうことが分かっていて、それでもう一時集結所か

ら車なりバスなり、出発する時点でそういうことが分かって伝えて地道で行ったというこ

とが今回の事実経過でしょうか。

○戸田委員長 佐小田防災安全監。

○佐小田防災安全監 そのとおりであります。
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○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 今回はそういう経緯で、分かりました。気になってることは、記載で矢印で

上から４つ目の一番右の枠の中の文章ね、実災害時は市職員の添乗がないことも想定され

るというふうに書いているのですが、このないことも想定されるというのは、普通乗るけ

ど、いない場合があるよというふうにこの文章は取れますが、これ計画上、市の職員は乗

ることはないですよね。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 計画上は乗ることはないと考えております。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 県の職員も乗らないのが前提ですよね。こういう書き方だったら、普通乗る

けど、乗らない場合もあるよみたいにあって、これはミスリードだと思います。計画上、

本番というとき、どういう状況になるかというのを住民にきちっと知らせないと、かえっ

て混乱すると思います。

私が気になってるのは、例えばバスの場合、だから乗ってるのは住民とバスの運転手だ

け、職員は乗ってないわけですよね。例えば、出発後に何か、今回のように、山陰道通れ

ないよという場合は、出発後にそれが分かったとすると、そういう場合もあり得ますから、

運転手に伝えないと駄目ですよね。職員が添乗していれば、職員同士でいろいろ情報交換

で、運転手に伝えるというのは可能だと思いますが、運転手、バスの中で１人だけという

場合、運転手は当然運転しているわけですから、そういった情報をきちっと、伝えるとか

なかなかそういった臨機応変の対応が今の計画では難しいのではないかということを危惧

しています。お伝えしておきます。

それから、一時集結所のやり取りで、住民から質問とか出て、トイレなんかのときどう

するんですかという質問が実際出ました、今回。だから、運転手だけ、添乗員、職員が乗

ってない、今の計画そうですが、そうすると、何か不測の事態できちっと連絡する、臨機

応変に対応する、それから、住民でどうしてもトイレに行きたいという、そういったやり

取りを運転手が運転しながら対応するのは、私は無理だと思うので、そこは計画上、考え

直さないと駄目かなと思うのですが、いかがですか。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 計画上、恐らくは運転手が１人で対応ということになろうかと思

います。想定ですけれども、例えば通行止めになった場合につきましては、道路の表示、

あるいは、恐らく県からバス会社のほうに連絡が入って、バス会社経由で直接バスの運転

手に伝達されたりとか、運転中ですから見ることができないかもしれませんけど、トリピ

ーメール等で発信するとか、様々な方法を用いて、乗客も含めた運転手に伝達することは

工夫する必要があろうかと考えております。

実際問題として、やっぱり１人で対応していただかざるを得ない状況下でございますの

で、ある種、運転者の裁量で乗客の要望には判断していただくしかないかなと、そのよう

に考えております。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 なかなか実際そういうふうな、工夫をする余地はあるんでしょうけど、難し

いかなというふうに私は思います。
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それから、これは県の管轄なので、市としては情報つかんでないかもしれませんけど、

運転手、当然派遣されるわけですね、運転手自身がそういうことをちゃんと伝えられてい

るのか。つまり、自分は運転するけど、いろんな住民対応、緊急時、もうこれは自分がし

なければならない、そういうつもりで派遣されてるのか、そういうことがちゃんと伝わっ

ているかどうかもちょっと私は不安なので、そこは県がすることだけど、そういうとこも

はっきりさせておかなければいけないかなというふうに思います。

それから、アンケートに関してお聞きしたいことがあります。対象者は訓練に参加した

人、訓練のバスの中で書いて書きにくかったとか、そういった記述があるので、要は訓練

の途中のどっかで書いたというふうに思います。

このアンケートの結果、例えば一つだけ例挙げますけど、段階的避難を知っているかど

うか。２ページの問の３－２ですよね。段階的避難の計画知ってますか。８割以上、９割

近くは知っている。だから、段階的避難のことはちゃんと市民は理解してくれてるという

ふうなアンケート結果の解釈というふうに捉えているかもしれませんが、一つは、訓練し

た参加者に対するアンケート、この訓練の参加者は、それこそ一時集結所でいろんな避難

計画の説明聞いてます。聞いた直後でアンケート書いてます。だから、この訓練参加者だ

けのアンケート結果が一般市民の意識というふうに理解するのは、私は間違いだと思いま

す。段階的避難そのものを知ってるかどうか、そのとおりに行動するかどうか、これはや

はり一般市民、住民に関しては、別途きちんと意識調査をしないと理解度は測れない。こ

の今言った問の３－２で８４％の人は段階的避難を知っていたか、おおむね理解している

も含むとするとほとんど、だから段階的避難は市民に浸透しているというふうに解釈する

のは、私はできないと思いますので、そこは別途、市民の意識は何らかの方法で把握する

必要があると思います。例えば、これも正確に取ってないんですが、境港市で住民アンケ

ートしてます。段階的避難で、多分、知っていますかという問いだったと思うんですけど、

１０４人中、知っているのが４０人、４割しか知らなかったという結果もあります。だか

ら、この訓練参加者のアンケート結果を見て、住民全体の意識というふうには取ることが

できないというふうに私は思うのですが、いかがでしょうか。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 議員御指摘のとおり、このアンケート結果でもって米子市の住民

の皆様が、同じようなパーセントで理解してるというふうに私どもも考えているわけでは

ございません。これはあくまでも、この避難訓練に参加された住民の皆様方の考え方をこ

のアンケートでもって確認したというところでございますので、これでもって米子市の住

民の皆様が同じように理解してるというふうに考えてはおりません。

しかしながら、本市としまして、この理解が進んでいる、進んでないにかかわらず、従

前からやってきておりました計画への周知、あるいは周知に係る、例えばハンドブックの

配布、あるいは出前講座、そういった機会を捉えた上での周知は、これは原子力発電所が

ある限りは継続して粘り強くやっていかなければいけないと、そのように考えているとこ

ろでございます。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

又野委員。

○又野委員 私からもちょっと避難とか避難計画のことについて、幾つか確認した上で質
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問させていただきたいと思います。

今回、これまでもなんですけれども、３０キロ圏内の方対象の訓練なんですけれども、

これまで聞かせてもらったときに、３０キロ圏外の方に対するのでは、防災ハンドブック

を配布してあるのと、それに基づいてこういう原子力の事故が起きたときは、避難指示と

かを様々な形で発信して、それによって同じように段階的に避難していただくというよう

な答弁をいただいてたと思うんですけれども、３０キロ圏外の人はそのような形でよかっ

たでしょうかね。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 ＵＰＺ圏外の方におかれましても、ＵＰＺ内の住民の皆様方と同

様の形で計画を準用して、行政としましてもしっかりとオペレーションしていきたいと、

そのように考えております。以上です。

○戸田委員長 又野委員。

○又野委員 それで、実は少し前にその３０キロ圏外の住民の方とちょっと話をする機会

があって、うちのほうは原子力災害があったときにどうなっとるんだと聞かれたので、今、

私が話ししたように、防災ハンドブックに基づいて、その避難指示とかの情報が行政から

出てきて、避難する計画にはなっているって聞いてますという話をしたんですね。ただ、

そのことをやっぱり３０キロ圏外の方は知っておられない方が、その方も知っておられな

かったですし、知っておられない方が多分大多数だと思われます。その人は、もうわしは

そんなん待たずに車で逃げてしまうでって言われたんですね。

そこで考えたときに、避難先となっている、今回は大栄のほうとかですけれども、既に

もういろんな人が避難をそこに、離れたところの役場のほうとかに、どこに避難したらい

いとかって、自動車で避難された人とかって相談に行ったら、そういう公共の施設へ案内

されると思うんですよね。３０キロ圏外の人でもうあふれかえってる可能性も考えられる

んじゃないかなと、その人と話ししてそういう話にもなったりしたんですよね。そこら辺

ってどのように想定しとられたりするのかと思って、聞かせてもらいたいんですけれども。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 議員さんも御存じかと思いますけれども、ＵＰＺ内の各自治会に

おきましては、ある程度圏内の公共施設を指定させていただいて、そこに避難していただ

くという計画になってございます。

ＵＰＺ外の方につきましても同様の対応をするということにはなっておりますが、これ

はあくまでも計画は計画として指定避難所をあてがってはおるんですけれども、他県のほ

うにも様々な形でそういう避難所をつくることも可能な状況になっておりますので、これ

も状況をいろいろ判断しながらということになりますけれども、あるＵＰＺ外の自治会に

つきましては、こちらのほうにといったようなオペレーションをそのときに行うような形

で対応するということになっております。以上です。

○戸田委員長 又野委員。

○又野委員 そのこととかも、ＵＰＺ圏外、３０キロ圏外の人って御存じない方がもう圧

倒的多数なんですよね。ですんで、３０キロ圏内の人はこういうふうに訓練とかお知らせ

とかが結構あるので、そのときに多少は、少なくとも、今度訓練がありますけど参加され

ますかっていうことも情報としてあったりすると意識されることがあると思うんですけれ
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ども、３０キロ圏外のところは要望があれば説明に行きますとかだけだと、恐らく周知は

なかなか広がらないんじゃないかなと思いまして、やはり訓練とまではなかなか、いろい

ろそういう人員とか体制とかもありますんでできないかもしれませんけれども、せめて何

か説明会を積極的に市として開いていくとかそういうことをしないと、実際そのときにな

って全てが始まるとなったら、もう真っさらな状態だと、何がどうなるのか分からないっ

ていう人が多いと、確かにその周知も徹底できないんじゃないかなというふうに思うんで

すけれども、改めて、３０キロ圏外の方、この間話ししたのもありますんで、ちょっと聞

かせていただければと思います。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 議員御指摘のとおり、やはり本市としましても、ＵＰＺ内という

ことにつきましては原子力災害の緊急防災措置を準備する区域と定められておりますので、

訓練はやはりＵＰＺ内で重点的に実施すべきというふうに考えておりまして、現状はＵＰ

Ｚ内に限定した訓練を繰り返し実施しているところでございます。

ＵＰＺ外につきましても、出前講座や原子力防災講演会の実施、あるいはハンドブック

の配布などによって、原子力防災に関する啓発を継続的に進めているところでございます

ので、現時点におきましてはこの取組を継続的に進めてまいりたいと、そのように考えて

おります。以上です。

○戸田委員長 又野委員。

○又野委員 これまでと同じということだったのでちょっと残念ですけども、そういう声

がありましたので、本当に行政のほうから積極的に出ていって説明をっていうのも、検討

の中には入れられてるとは思うんですけれども、積極的に進めていただけたらなと思って

ますので、お願いします。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

中田委員。

○中田委員 ちょっと参考にまでですけど、今までいろいろ訓練も重ねられたりとか、い

ろんな検証を通じて今日に至っていると思うんですけど、先ほど来出てる、例えばＵＰＺ

外とか内とか、距離的というか地域的属性によって人の関心度の違いがあるのは事実だと

思うんですね。ですから、私どもの居住地域ぐらいになるとそういうことについての関心

の高さというのは、正直言って、日頃感じません。ほとんど感じることがない。人によっ

てばらつきはありますよ。でも、相対的にはあまり感じない。ただ、事故が起きたとき、

もし仮に起きたとするならば、その意識っていうのは突然起きますよね、ある意味。これ

はある程度必然的な話だと思うんですよ、一般論として。そのとき、問題は、いろんな伝

達方法っていうのあると思うんですけど、そういう事故が起きるときっていう、過酷事故

になり得る状況っていうのは東日本のときに経験したんですけど、そういった設備面にお

いての検討っていうのは、例えば情報伝達するための様々な伝達機能を持った設備、そう

いったものについての、例えば地震に対する耐震性だとか、あるいは電力の問題だとか、

電源の問題だとか、そういった検討状況っていうのはどんなことになってるんでしょう。

私、要は情報伝達が一番大事だと思ってて、多分そのときはいろんな人が情報欲しがるの

で殺到すると思うんですけど、そのときの対応っていうのは、検討としてこういうことも

並行して何か議論になったり方向性っていうのはある程度あるんですか。
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○戸田委員長 永瀬総務部長。

○永瀬総務部長 今の御質問ですけど、これは一般防災のときの大地震の想定と同様に考

えればよろしいかと思うんですけど、この想定につきましては、各種放送事業者等々がそ

ういったときに電源喪失したときにどうするかっていうことで、よく国の補助金なんかも

使いまして、発電機、そういったものを整備するとかっていうのは進められてるというふ

うに承知しております。

ただ、実災害発生いたしますと、そういったことで一定時間機能する可能性もあります

けど、もしかしたら携帯電話の基地局が結構壊れて携帯電話が駄目になるとか、テレビ局

なんかは結構いけるところもあると思うんですけど、一番有効なのは案外ラジオ放送だっ

たりするのかもしれませんので、そのときの使えるものは何でも使うという考え方の下に、

今から多様なあらゆる伝達手段っていうのを、県とか国とか一緒になって考えていくって

いうのが我々の使命かなっていうふうに思ってます。以上です。

○戸田委員長 中田委員。

○中田委員 こういう様々な議論が起きるのは、なかなか我々も専門家ではないので、臆

測だとか推測だとかに基づいていろんな不安材料でこうやって話が出ると思うんですけど

も、多分、本当に必要なのは様々なケース・バイ・ケースのオペレーションっていうのが

その素材をつくっとくって重要なんですけど、確実性っていう話になるとやっぱりそうい

う設備面とか、そういったとこのきちっとした機能性をどう担保するかっていうことが非

常に重要だと思ってまして、避難路だとかハード面とか、それから、そういう装置なんか

含めた情報伝達機能とか、そういったことをしっかりやっぱりやっていっていただくって

いうことが基礎にないと、様々なオペレーションが実行可能にならないと思うので、ぜひ

その辺の取組はよろしくお願いしておきたいと思います。以上です。

○戸田委員長 よろしいですか。

ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

次に、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金について、当局の説明を求め

ます。

大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 そうしますと、資料２を御覧いただけますでしょうか。この交付

金について御報告させていただきます。この交付金は、原発立地県に加えまして、周辺県

に対しても交付されるということとなったものでございます。その概要、そして、本市で

の活用に係る検討状況について御報告差し上げます。

まず、１番目、本交付金の概要でございます。

（１）制度改正でございますが、令和４年１０月３１日におきまして、この交付金の交

付規則が改正されまして、立地県の道県だけではなく、新たに周辺自治体である鳥取県も

交付対象となったものでございます。

（２）目的でございますが、原発施設等の稼働状況が相当程度変化した道県等において、

当該変化が経済及び社会に及ぼす影響を緩和することが目的となってございます。

（３）の使途についてでございますが、公共用施設に係る整備、あるいは維持補修及び
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維持運営措置、あるいは産業活性化措置等々が使途となってございます。

（４）の交付対象でございますが、原発立地市町村のある道県及び当該市町村に隣接す

る市町村のある道県ということで、新たに鳥取県が対象となったものでございます。

次、（５）の交付上限額でございますが、立地県は１０億円ということになっております

が、周辺県におきましては、その２分の１であるところの５億円が交付上限額となってご

ざいます。

次、２番の県の交付金配分案でございますが、県への交付が見込まれる５億円を、次の

とおり、米子、境港、両市に配分するという考えであることを聞いております。県が４億

円で、米子市、境港市がそれぞれ５,０００万と、合わせて５億ということでございます。

次、３番目の本市における交付金の活用案でございますが、これは地域振興及び原子力

災害時の避難計画の実効性向上に資する事業に充てるということで検討しておりまして、

現段階におきましては、地域交流の拠点であり、かつ原子力災害時の一時集結所としても

活用するところのＵＰＺの公民館の改修を行う方向で検討してございます。なお、加茂公

民館におきましては、新築のため対象外とさせていただいておりまして、それぞれ改修案

としましては、出入口やトイレ等のバリアフリー化やトイレの洋式化、あるいは空調改修

等々をただいま検討してるところでございます。

次、裏面のほうに目を通していただけますでしょうか。４番目の交付金を活用した県事

業について要望した事項でございます。２点ございまして、まずは、生活の利便性向上並

びに原子力防災対策及び避難計画の実効性向上に資する県管理道の整備。そして、地域コ

ミュニティーの充実強化を支える活動拠点の整備等の地域振興を図るための支援といった

ようなところで要望したところでございます。

５番目の今後のスケジュール感でございますが、令和５年の春までに、県が地域振興計

画を策定して、国に申請することとなっております。その春以降に、国がその計画の審議

を行われて認可をされる。その後、秋以降に、交付金を活用した事業を実施するといった

ようなスケジュール感となっております。

○戸田委員長 当局の説明は終わりました。委員の皆様方の御意見を賜りたいと思います。

又野委員。

○又野委員 この交付金ですけれども、今、米子市は島根原発２号機再稼働容認を表明し

ているんですけれども、容認していてもしていなくても受け取れるものなのじゃないかな

と思ってるんですけれども、そういう認識でよろしいでしょうかね。

○戸田委員長 永瀬総務部長。

○永瀬総務部長 この交付金については、国のほうの考えとしましては、立地県でありま

す島根県知事が同意されたっていうことを受けて、これまでですと立地県にしか交付され

ない交付金を隣の周辺県についても交付できるふうに交付規則改正されて適用されたもの

と承知しております。

○戸田委員長 又野委員。

○又野委員 例えば、原発の再稼働に自治体として反対をしていた場合でも、その隣接す

るところだから交付はされるっていう内容のものなんですかね。そこら辺をちょっと確認

しとこうかなと思いまして。

○戸田委員長 永瀬総務部長。
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○永瀬総務部長 交付規則上は、先ほど説明があったとおりでございまして、原子力発電

施設の稼働状況が相当程度変化した道県等において、当該変化が経済及び社会に及ぼす影

響を緩和するっていうのが目的になってますんで、そういうふうに国のほうが認定される

かどうかでございますので、本市におきましては、鳥取県も同様だと思いますけど、こう

いうふうになったらこうなるっていうのを断定的に承知してるわけではございません。

○戸田委員長 又野委員。

○又野委員 国が認定するかどうかっていうところだということだと思いました。ただ、

私どもの考えでは、原発は動かすべきではないというのがありまして、これ受け取ってし

まうと、さらに原発について動かすことを進めてしまうんじゃないかなという気持ちがあ

って、これを受け取ること自体どうかなって考えてるところなんですけれども。

というのも、今後、引き続き同意を続けるのかっていう点で、原発が、国の方針が大分

変わってきたっていうのがあります。運転期間の延長ですとか新増設とかありますけれど

も、島根原発についても運転期間の延長の当然対象にはなってくると思います。そこら辺

で、原発の運転についての方針が変わったところで、改めて島根原発２号機の再稼働につ

いて、運転の容認とか同意とか検討し直すとか、そういうことはあるんでしょうか、ない

んでしょうか。

○戸田委員長 佐小田防災安全監。

○佐小田防災安全監 容認の見直しという御質問なんですけれども、昨年、委員さんとか

いろいろ様々な論議をしていただいて、市長のほうが容認されたわけです。今後もそうい

った格好で、今、委員が言われましたけれども、もう一回、どうするかっていうのは、考

えはありません。

○戸田委員長 又野委員。

○又野委員 原発の政策がまた変わってきたということもありますんで、また改めてここ

を検討し直すことも必要なんじゃないかなと思っておりますので、以上、これは意見です。

○戸田委員長 森谷委員。

○森谷委員 交付金の件ですけど、立地県の島根県が１０億ということで、隣接する鳥取

県が５億なんですけども、正直、５億の中で県が４億、米子と境港がそれぞれ０.５億とい

うことで、この配分が、例えば島根県は１０億で県がどれぐらいで、松江とか周辺市がど

うなのかということも分かりませんけれども、使途の目的、公共施設等々に整備するとか

っていうことを考えれば、県が４億で一番のＵＰＺの米子市とか境港市が５,０００って、

何かもうちょっと米子市、境港に配分すべきじゃないか、割合がもう一つ納得できないと

ころがあるんですけども、どうでしょうか、その点は。

○戸田委員長 永瀬総務部長。

○永瀬総務部長 今回のこの配分に当たりましては、米子市も境港市もこういったことを

自らしたいとか、県にこういったこともしてほしいってことをいろいろと協議をしてまい

りましたが、鳥取県としましては、これまで中国電力から頂いた寄附を境港、米子に配分

するときのおおむねその考え方に近い形でしたいというような申出をいただきまして、も

う少し頂けたらなという思いは伝えていきましたけど、結果として、このような決定をさ

れようとしているというところでございます。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。
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土光委員。

○土光委員 今の交付金の５億の配分のことなんですが、最初、説明のときに、５億に関

して県が４億、米子・境港市がそれぞれ０.５億と聞いているという言い方を説明のときに

されたんですよ。だから、もう県が一方的に決めて、協議も何もしてないのかなというふ

うにそのとき思ったんですけど、今の答弁のやり取りで、５億をどう配分するか協議して

いるんですよね、でこの結果になった。理由は、今までの中国電力の寄附の割合に沿う。

それだけで、私も割合としては率直に少ないと思うんだけど、米子市としては、要は避難

計画とか安全対策に使うということで、５,０００万でいけるというふうに思ってるんです

か。

○戸田委員長 永瀬総務部長。

○永瀬総務部長 まず、１点。これは県に対して交付されるものでございますんで、どの

ように米子市、境港市へ配分されるかっていうのは、我々としては要望するという立場と

いうことは御理解いただきたいです。

それから、先ほどの十分と言えるかっていう話でございますが、これは交付金の名称を

お読みいただければ御理解いただけると思いますが、立地地域の基盤整備支援事業という

事業内容でございまして、原発対応をするというのが本旨ではございません。我々として

もＵＰＺ圏内の公民館の改修に使うのが、結果として、一時集結所でもございますので、

実際の原発の対応にもつながると考えて今そのように考えてますけど、あくまでいわゆる

地域振興、これに対して交付されるものでございますので、その点は御理解をいただきた

いと思います。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 この交付金の趣旨、国の思いというのは、今、部長が言われたような趣旨の

交付金かもしれないけど、この交付金が決まって、あるいは資源エネルギー庁の長官が知

事とかに説明して、知事の感想で、このお金が欲しいんじゃなくて、隣になる原発に関し

て安全対策を強いられてると、人件費を全部持ち出しだと、少なくとも安全対策にする費

用ぐらいはちゃんと国が出してほしい、今までそれなりに出してきた面もあるけど、まだ

足らない、安全対策不十分だというふうに明確に言ってますよね。だから、この交付金の

使い方は、基本としては、国の思惑はあるかもしれないけど、鳥取県が米子市、境港市は、

安全対策のために最優先で使うという考え方ではないんですか。

○戸田委員長 永瀬総務部長。

○永瀬総務部長 まず、鳥取県のほうに交付金の規則に基づいて、目的に従って交付され

るわけなんですけど、それを配分されることを使ってやるものについても、やっぱり国の

その目的の範囲内において事業を考えていかないといけませんので、我々が副次的な目的

として原子力防災につながる視点を持って検討することは、我々としてはやっていきたい

と思いますけど、第一義的な目的として、防災ということを前面に出すことはできない、

そのように理解しております。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 これはやり取りしてもこれ以上話が進まないけど、基本的に国の交付金の使

途は定めているけど、その使途の範囲で、例えば今案が出ている、一時集結所になる公民

館をそれにより対応できるように改修する、それから、避難路を整備する、そういったこ
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とに使うということは全く問題ないと思うので、基本的には安全対策に最優先で使うとい

う考え方でこの交付金の使い方を考えてほしいというふうに思います。今回の案は、それ

に私は準じたものではないかというふうには思っているのですが、そこは、これも私の意

見ということでいいです。

別の質問いいですか。

○戸田委員長 どうぞ。

○土光委員 今日、参考資料、この交付規則も添えていただいてるので助かりました。ま

ず、今回の交付金の概要１番に相当するのは、この参考資料の何条がそれに相当しますか。

どこの部分が相当するのですか。

○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 第３条が相当するものであります。恐らく委員がおっ

しゃりたいのは、若干文言が違っているんじゃないかとか、意味が違うんじゃないかとか、

そういうことかなとは思うんですけれども、このまま第３条かいつまんで読み上げさせて

いただきます。原子力発電施設等の稼働状況が相当程度変化した道県、括弧、飛ばしまし

て、に対し、当該変化または廃止により対象道県の事業地域または対象市町村の区域の住

民の生活、経済及び社会に及ぼし、または及ぼすことが見込まれる、という非常にちょっ

と難解な文章になってしまっていましたもので、若干意訳をしまして資料のほうには書か

せていただいたものであります。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 第３条は交付対象ですよね。今回、５億円出ますよね。この金額に関して記

載してるのはどこですか。第３条は金額は記載がないと思います。

○戸田委員長 永瀬総務部長。

○永瀬総務部長 第４条を御覧いただいてよろしいでしょうか。第４条の、ページで言う

と９ページのところですけど、４行ほど表の前に書いてありますけど、残り２行を読みま

すと、隣接する市町村をその区域内に含む道県が作成する地域振興計画に係る交付金の交

付限度額については、同表の、次の表のことなんですけど、この金額の欄に掲げる金額の

２分の１を乗じた金額とするとされてまして、左にある表の１０ページ目の２つ目のとこ

ですね、平成３１年４月から令和４年３月３１日までに稼働状況が相当程度変化した云々

のところに、原則として１０億円というのが書いてありまして、先ほどの４行のうちの最

後の金額の２分の１を乗じた金額とするということで、半額の５億円になっているもので

はないかなというふうに私は読み込んでおりますけど、間違ってたらすみません。

○戸田委員長 よろしいですか。

土光委員。

○土光委員 今のとこ、私もこれ見てなかなか分からないんです。それから、ページでい

くと２４ページ以降なんですが、附則というのがありますよね。この中の、第４条で金額

とかいろいろ書いてて、これかなとも思ったりするのですが、１０億、５億に関してはそ

こだと思います。２４ページ以降の附則の第４条、これだと思っては駄目ですか。私も、

幾ら読んでも解釈がなかなか正しくできなくて。もし何かあれば。

○戸田委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 金額につきましては、恐らく先ほど永瀬部長のほうが
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申しました第４条のほうになるのかなと思います。

附則の第４条ですけれども、こちらがある目的というのが、もともとの大本の目的とし

ましては、やはりこの交付金が、原発の稼働状況が相当程度変化した道県等に対して交付

されるという性格のものでありますけれども、この附則の第４条があることによって、稼

働はしていなくても稼働状況が相当程度変化するまでの期間が長期に及ぶ等の特別の事情

がある場合、なおかつ、立地の知事がこの稼働に対して理解を表明している場合について

は交付される場合がありますよということを示したのが附則の第４条というふうに理解を

しておりますので、金額につきましては本編の第４条のほうかなというふうに理解はして

おります。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 今回は、稼働はほぼスケジュール的には、決まったとはなかなか言い難いで

すが、少なくとも立地の知事は同意している。国の審査、まだ審査途中ですけど、合格は

もう時間の問題。まだ、ただし稼働はしていない。これは後でまた具体的に聞きますが、

そういう状況だったら稼働していなくてもこの交付金出るんですよね。ということは、第

３条は相当程度変化した、だから、これは稼働したと読めますよね。

今、戸﨑さんが言われたように、附則の第４条は、稼働状況が相当程度変化するまでの

期間が長期に及ぶ等の、つまり、稼働はほぼ決まってるけど、まだ稼働してないときに交

付金出しますよというのはここの附則の第４条で、今回それに沿ってこの交付金が出ると

私は思ってるのですが、そうじゃないですか。

○戸田委員長 永瀬総務部長。

○永瀬総務部長 土光委員言われるのもちょっと一考せんといけんような気になってき

ましたんで、本則の４条と附則の４条、今回の国が交付というふうに判断されている状況

については、附則の可能性があるのかなと思いました。確認作業をして、またお伝えさせ

てください。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 ということで、又野委員の質問にかぶるんですが、今回の５億円は稼働して

いなくてもこういう状況だったら実際お金が出る、こういう状況は立地の知事が同意して

いる。だから、法律上だけで言えば、米子が同意しようがしまいが、立地の知事が同意す

れば出るというのがここの附則の第４条で言ってることだと思います。だから、今日の資

料で交付の概要の中で、どういう場合にお金がもらえるか、交付されるかというのは、そ

ういう状況、立地が同意している、それから、中国電力も規制、国の審査を順調にちゃん

とやってる、合格は時間の問題、ほぼ確実だろうという状況のときには出しますよという

のが今回の交付金だと思います。だから、今回の資料でも、事業実施が令和５年秋、今年

の秋ですよね。２号機は今年中には稼働しないことほぼ確実なので、稼働する前に出ると

いう、だから、それにのっとっているのだと思います。

私が聞きたいのは、例えばそうやって今年の秋、順調にいって、交付されて、お金がも

らえて事業をした。そのときはまだ稼働はしていない、これは仮定ですよ。稼働の条件は、

もう一回言いますと、立地知事、いわゆる島根県知事が同意している。じゃあ、まだ稼働

してないけど、お金もらった後に、島根県知事が同意を撤回した。これ、十分あり得ます

よね。知事選で原発反対の候補が勝てば、立地だって反対、同意は撤回するかもしれない。
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そういうときに、もらったお金、返す義務は出てきますか。

○戸田委員長 永瀬総務部長。

○永瀬総務部長 基本的に交付決定されて交付されたものですから、我々としては返す筋

合いはないと思うんですけど、その法的拘束力が国のほうで用意されるのかどうなのか、

その辺は現時点において承知しておりません。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 ぜひ確認しておいてください。一般的に言って、ある条件で補助金もらって

その条件の事業をしなかったら補助金返上っていうのは、一般的にはあり得ますよね、補

助金と交付金は違うのかもしれないけど。そこは、もらうときに一応は法解釈というか、

国の解釈を私は確認すべき、ぜひ確認をしてもらいたいと思います。

それで、資料の交付金活用案で、公民館の改修、一時集結所で使うから公民館を改修す

るということですけど、具体的には改修案で最後に書いてます。出入口は、今、何が不十

分でどう改修するんですか。それから、空調も、今、何が不十分でどう改修するんですか。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 現時点で様々な修繕を想定して見積りを取ったりとか、そういう

作業をしておりますので、あくまでもこれは一例というふうに受け止めていただければと

思いますけれども、地域住民の声で、今、公民館の出入口、きちんとバリアフリーになっ

ていないんじゃないかとか、あるいは、トイレもちょっとつまずいたりすることもあると、

そういったことも受け止めて、バリアフリー化を進めていくのがいいんじゃないかなとい

う、今のとこの想定でございます。

また、空調改修につきましては、やはり各公民館にある空調もかなり老朽化が進んでい

る中で、そろそろ新しく更新する必要もある、そういった空調もございますので、そうい

った情報も集めながら適正な事業展開をしてまいりたいと、そのように考えております。

以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 出入口は階段があるからバリアフリー化、それから、空調はあるけど、古い

からちょうど改修をする機会という意向なんですよね。分かりました。

ＵＰＺ内の公民館、この避難計画での位置づけは一時集結所、もう一つは、屋内退避の

ときのコンクリート屋内退避施設としても使えますよね。言えば切りがないから絞って言

いますけど、コンクリート屋内退避用の施設が、今、公民館指定されていますが、なかな

か不十分、いろんな設備とか、広さはどうにもならんかもしれんけど、そういう屋内退避

施設として使うというふうにしてみると、まだまだ不十分な点があるのではないかと思う

のですが、そういった視点で改修ということは考えるべきではないでしょうか。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 御意見は承りましたが、先ほど来、永瀬が申し上げておりますと

おり、前提条件としては、やはり地域振興という部分をまずは考えていきたいと考えてお

りまして、やはり地域の皆様方の声をしっかり聞く中で、要望事項が多いものとか、利便

性の向上というところをまず主軸に置きながら、原子力防災にも資するところも加味して

事業展開を進めてまいりたいと、そのように考えております。以上です。

○戸田委員長 土光委員。
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○土光委員 今の答弁は、避難計画で公民館がコンクリート屋内退避用施設と位置づけら

れていて、どこがどう不十分かどうかはそれ置いときますが、そういう視点で改修すると

いうよりも、地域振興ということで、公民館は地域の拠点でもあるから、そういった意味

で利便性をよくする、そちらのほうを優先するというふうに聞こえたんですが、そういう

考えなんですか。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 ２つの要素を兼ね備えている事業というふうに本市しては受け

止めておりまして、地域振興に資するものであり、かつ原子力災害時のそういった避難計

画の実効性の向上に資するものという２つの側面で捉えて事業選定をしておるというとこ

ろでございます。

ちなみに、原子力災害の避難計画に係るものということにつきましては、一時集結所と

いう言葉を前に出しておりますが、いわゆるバスで避難するという視点で考えますと、や

はり車を持っておられない方とか御高齢の方が集まることが多々あろうかなという、そう

いう視点で考えたときに、やはりバリアフリー等々っていうところが２つの要素に兼ね備

えてある修繕内容ではないかなと、そのように判断したところでございます。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 私はバリアフリー化にすることが、もちろん利便性高めるし、それから避難

計画の使い勝手がよくなる、だから、それに関して別に異を唱えているわけではありませ

ん。言いたいのは、ＵＰＺ内の公民館は、コンクリート屋内退避施設として位置づけてい

ます。そこに住民が屋内退避で、何らかの理由で家に屋内退避できないときはここに来て

くださいと、米子市は言っていますよね。そこで３日間ぐらいは生活をする場になるとい

う想定です。そういう視点で考えて、まだまだ不十分な点が私はあるのではないかと思う

ので、そういう視点で考えて、不十分な点を改修する。多分、今回の案にはそういう視点

からのはないように見えたのですが、そういう視点から今の公民館をいろいろ改修すると

いうふうな考えをぜひやっていただきたいと思いますが、いかがですか。

○戸田委員長 永瀬部長。

○永瀬総務部長 御意見は承りたいと思うんですけど、現時点において、防災安全課のほ

うではこの交付金をどのように使っていくかっていう調整はしております。一方で、各施

設が所管しております公の施設っていうのは、我々としても原子力防災とか一般防災の観

点でいろんな協議はしていきたいとは思いますけど、これは今回の交付金の話とは切り離

していただいて、ぜひ御意見、今後もいただければありがたいなというふうに思っており

ますので、よろしくお願いします。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 その切り離して考えろというのはよく分からないんですが、とにかく私が言

いたいのは、この避難計画、これが実効性を持たせる、そちらの言葉でいけば、より持た

せるために、コンクリート屋内退避施設として位置づけられている、その機能がちゃんと

果たせるように、今のままでは、ほぼ１００人ぐらいあそこで避難できますよというふう

に言ってるわけですから、それは最低３日間、ここで生活をするという前提で今の施設を

考えると、まだまだ不十分な点があるのではないかと思います。そういう視点で今回の交

付金を使う。こういう視点で使ったからって国が駄目と言うことは、私はないと思います。
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国の使う範囲、割と広く設定してますから、だから、そういうなのは駄目だと言われるこ

とは私はないと思うので、そういう視点でぜひ考えていただきたいというふうに思います。

これはもう、意見として、強い要望として取ってください。

最後に、今日の資料の２の裏側に書いてることでお聞きします。県への要望した事項。

まず、１つ目の丸で、県管理道路の整備、これ具体的にどんな要望をするのですか。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 どこをどういうふうにというような具体的な要望はしておりま

せんが、本市としましては、市の事業として、地域コミュニティーの拠点である公民館、

一時集結所である公民館を改修するに併せまして、やはり地域の生活の利便性の向上、そ

して、避難計画、こういったものの実効性の向上に資するために県道の整備をお願いした

いと、そのようなことを伝えたところでございます。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 だから、米子市としてそういった視点からの県管理道路の整備、具体的なと

ころはまだ、具体的に要望はまだしていないということですよね、今。それで分かりまし

た。

それから、２番目の丸、これ、読んでも何か分からないんですが、活動拠点の整備等、

地域振興を図るための支援。これ、何を要望してるんですか。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 これは、やはり県事業でございますので、例えば境港であれば、

県の県立高校の改修等々も御要望されたと伺ってるところでございますが、市としまして

は、市の事業として公民館の改修を考える中で、今５,０００万という金額の中で改修を考

えてるんですけれども、さらに御支援をいただくということになりますと、さすがに市の

公共施設を県でやってほしいっていうことは申し上げれなかったので、例えば補助金とか、

そういった制度をつくっていただけないかということで御要望したところでございます。

以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 つまり、公民館とかいろんな市の施設の改修で足らない部分が多分あるだろ

うと想定されるから、県に対して補助金とかいろんな方法で支援を求めるということだと

理解していいですか。

○戸田委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 おっしゃるとおり、補助金等をつくっていただけないかというふ

うなお願いをしたところでございます。以上です。

○戸田委員長 土光委員。

○土光委員 先ほどの答弁で一つ指摘をしますが、境港市で県の要望で県立高校の改修と

いうか、しています。これは、あくまで境港市は、県の高校、これ一時集結所に位置づけ

ています。だから要望しているんです。単に、一般的に、何か県の中にある施設をよくし

てほしいじゃなくて、一時集結所で位置づけられているから要望しているというふうに私

は理解してるので、あくまでも避難計画の実効性をより高めるためということではないか

と私は思っていますので、これはちょっとお伝えしておきます。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。
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〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

執行部は退席してください。

〔執行部退席〕

○戸田委員長 次に、本市における再生可能エネルギーの現状について協議を行いたいと

思います。

先般、皆さん方と御協議いただきましたけれども、資料として再生可能エネルギー施設

の一覧表をお配りいたしております。この特別委員会においても、エネルギー問題につい

て調査していくというような御意見を皆様方からいただきました。そういうことを鑑みま

して、エネルギー問題を調査していくに当たり、施設の現状等を知っておく必要があろう

かなというふうに考えております。今日、一覧表をまとめさせていただいて御提示させて

いただきましたが、今後の進め方等について皆様方の御意見をいただければというふうに

思います。

岡田委員。

○岡田委員 この一覧表、見させていただきましたけれども、委員長と副委員長のほうで

どこが一番適切かという案なり、ここに行きたいというふうなことを出していただければ、

そこでまたもう一度協議させていただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

中田委員。

○中田委員 一覧表は、確かに一覧として資料作っていただいてありがとうございました。

ただ、これから調査研究課題としていくっていうことであるわけですから、これだけの

一覧として見たときにこういうものがあるということでは、やっぱりそういう段階の話に

ならないと思うんですね。ですから、現在の他の再生可能エネルギーの施設がこんだけあ

るではなくて、どういう現状と課題があるのかとか、どこにどんな伸び代があるのかとか、

そういったことを抽出して選定していく必要があると思うんですけど、これは議員だけで

はそういうことを議論では抽出できないんじゃないですか。やっぱり当局なら当局にその

現状と課題をちゃんと聞くとか、そういったことの中で絞り込まれていくものではないん

ですかね。

○戸田委員長 そうですね、現状の課題を抽出していくっていうふうになれば、この施設

を管理しておる担当課にそれぞれ私か、委員長、副委員長と出向いて、現状の課題等を抽

出していただいてまとめていくというのが手順であろうなというふうに私は理解しており

ます。

土光委員。

○土光委員 この資料３が配られた趣旨が全然分からないのですが、これでどっかに視察

に行きませんかというための資料なんですか。担当課が来て何か説明するんかと思ったけ

ど、要は何のために資料を配って、何をここで、どういった意見を言えばいいのか、説明

してもらえますか。

○戸田委員長 先般の特別委員会でもお話ししましたように、原子力発電、またエネルギ

ー問題調査特別委員会でございますので、エネルギー問題についても私たちが深く探求し

ていかなければならないであろうという観点で私は今動かせていただいております。それ
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を鑑みれば、まず、本市が再生可能エネルギーにどのように取り組んでいるのか、その一

覧表をまとめさせていただきました。それで、ステップアップして、今、中田さんからお

っしゃったように、この一覧表に基づいて現状・課題を抽出して、なおかつ深めていく。

深めていって、その中でまた改めて当委員会のほうに御相談申し上げて、先ほど岡田委員

さんがおっしゃったように、現地に出向いて説明を受けたり、今後の方針等を伺って集約

していければなというふうに考えておるところです。よろしいでしょうか。

土光委員。

○土光委員 じゃあ、希望を申します。希望を言ってもいいですか。

○戸田委員長 どうぞ。

○土光委員 私はこの一覧の中で、ローカルエナジー株式会社、ここにぜひ行ってか来て

もらってか、その辺はどちらでもいいですが、話をいろいろお聞きしたい。理由は、いわ

ゆる電力卸業者、いわゆる新電力と呼ばれているとこ。今、電気料金の値上がりとかで、

新電力はいろんな国の制度で電気代、仕入れ値が上がってから非常に窮地に陥っている。

だから、このローカルエナジー、新電力の一つとして、そういった今の電力事情がどうか

というのを一番よく知ってるとこだと思うし、それをどう対応しているのか。ここは地産

地消でやってるから、要は米子市で米子市のお金を外に出さんで地域で回そうという、そ

ういった考えでやってるので、今、多分いろいろ御苦労をされている。ここがちゃんと動

かないと再生エネルギーというのがなかなか前に進むことが難しい。だから、いろんな事

情をこのローカルエナジーさんからお聞きしたい、知ることは非常に有意義だと思うので、

ぜひここからいろいろお話を聞きたいという希望を申します。希望です。

○戸田委員長 じゃあ、そうしますと、意見集約ですけれども、先ほど中田委員さんがお

っしゃったように、現状と課題を抽出して集約をさせたものをつくって、それでまた岡田

委員さんがおっしゃったように、こういうところに行ったらいいじゃないかと、そういう

ふうな場所にまたも限定をして、そういうふうなある程度の素案を正副委員長のほうでま

とめさせていただいて、委員会のほうで改めて御協議させていただくというような手法で

よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 分かりました。じゃあ、そのような形で進めさせていただきます。

それでは、以上で原子力発電・エネルギー問題等調査特別委員会を閉会いたします。

午後３時１６分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。
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